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今回の進路通信では、奨学金制度について詳しく説明します。 

公立高校の授業料が条件付きとなりますが、無償となり、私立高校にも所得に応じて授業料が助成

（国＋大阪府独自の施策）されるようになりました。しかし、高校教育費は授業料だけではありません。

授業料以外の教育費（通学費･教科書代･積立金･学用品･部活費など）が公立高校でも必要になり

ます。その費用が払えないことで、進学が妨げられてはならないために、奨学金制度ができました。 

 

◆高等学校等「就学支援金」制度って？ 

 就学支援金は、次の支給要件を満たす生徒の授業料を、国が生徒に代わって負担する制度です。現

金が支給されるものではなく、返済の必要もありません。新入生は、４月と７月の２回、手続きが必要で

す。手続きに必要な書類や説明資料は、合格発表後に学校から配付されます。 

 ≪就学支援金の支給要件≫ 

(１) 親権者（保護者等）の「市町村民税の課税標準額×６％-市町村民税の調整控除の額」で算

出した額が 304,200円未満であること  

（父母ともに所得を得ている場合は、合計の額になります。 ） 

 (２) 高等学校等に在学した期間が、通算で 36月（定時制は 48月）を超えていないこと 

  申請は、原則としてオンライン（パソコンやスマートフォン）で行い、保護者等の収入状況を登録する

必要があります。マイナンバーカードを持っている場合とそうでない場合では申請方法が異なります。 

就学支援金制度の詳しい内容は文部科学省のホームページに掲載されています。また、「高等学校

等就学支援金リーフレット」は、南館３階渡り廊下の進路掲示板に掲示してあります。 

 

◆奨学金制度って？資格は？ 

高校や大学などで勉強するために、日本学生支援機構・大阪府育英会・市町村奨学金などが、お金

を貸してくれる制度です。授業料が無償化になったとしても高校は多くの学費が必要になります。しかし、

経済的な理由だけで高校進学の願いが妨げられてはなりません。そのため、安心して高校生活が送れ

るよう様々な援助制度があります。奨学金制度は、少数の英才を育てるための制度ではなく、誰もが進

学できるようにするためのものです。かつては、「成績が優秀であること」「日本人であること」「体が健

康であること」などの条件がありました。しかし、『すべての子どもに平等に教育を受ける権利がある』と

いう観点から、現在は、このような制限はなくなりました。 

 

◆奨学金の返済は？ 

本人が働いて、収入を得るようになってから返せばよいのです。もし、高校で借りて大学に行った場

合は、大学卒業後でいいのです。たとえば大阪府育英会の場合は、１５年で返済することになっても、利

息は一切かかりません。また、制度によっては返済しなくてもよいものもあるようです。 

 

◆奨学金の申し込みは… 

奨学金の種類によって

申し込みの時期や書類が

違います。詳しいことは担

任か奨学金担当の吉國に

尋ねてください。 

 

右は、6/1（木）に配付

された中学３年生の保護

者の皆様へ という案内

です。 

大阪府育英会について

は、８月中に実施される担

当者向けの説明会のあ

と、リーフレットが配布され

ると思います。 

詳しくは、進路通信でも

お知らせします。 

なお、受付は 9月初旬

から行いますので、ご理解

ください。 

 

 


